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あいさつ

近年、全国の少子化や人口減少は急速に進行しており、労働人口の減少や将来の経済や市場規

模の低下、地域社会の担い手の減少といった将来の社会経済に大きな影響を及ぼす課題が深刻化

しています。

児童虐待の顕在化や未成年者の自殺の増加、いじめ、不登校、こどもの貧困といったこどもを

取り巻く状況も非常に深刻です。

このような中、国では、令和５年４月にこども施策の司令塔となるこども家庭庁の設置と同時

に、こどもに関する様々な取組を講ずる基盤となる「こども基本法」が施行され、同年 12 月には

「こどもまんなか社会」を目指すことを掲げた「こども大綱」が策定されました。

本町におきましても、平成 27 年３月に「南風原町子ども・子育て支援事業計画」を策定し、令

和２年度から令和６年度までを「第２期南風原町子ども・子育て支援事業計画」として、「育つ喜

び、育てる喜び、ちむぐくるのまち 南風原」を基本理念に掲げ、様々な子ども・子育て支援に

関する施策を計画的に推進してきました。

そしてこの度、社会環境の変化、本町のこどもや子育てを取り巻く現状、そして新たに施行し

た「こども基本法」や「こども大綱」の理念も踏まえ、従来の「南風原町子ども・子育て支援事

業計画」も包含した「南風原町こども計画」を策定しました。

「こども・若者が自分らしく輝くちむぐくるのまち 南風原」を基本理念とし、すべてのこど

も・若者の権利が尊重され、自分らしく輝くことができ、また、子育て家庭が安心・安全な場で

喜びを感じながら子育てできるまちの実現を目指しています。

本町では、この計画に基づき、これまで以上にこども・若者や子育て世帯に関する取組を横断

的に行い、より効果的に施策を展開してまいります。

結びに、本計画策定にあたり、アンケート調査やパブリックコメントにご協力いただきました

住民の皆さま、意見交換会にご協力いただきました南風原高等学校・南風原高等支援学校の皆さ

ま、貴重なご意見やご審議をいただきました「南風原町子ども・子育て支援会議」の委員の皆さ

まをはじめ関係各位に深く感謝を申し上げるとともに、本計画の推進に引き続き、一層のご支援

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和７年３月

南風原町長 赤 嶺 正 之
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